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岐阜市監査委員告示第１号       

 

 

岐阜市職員措置請求に係る監査結果の公表 

 

 

令和８年３月１８日付けで提出されました岐阜市職員措置請求書（以下「措置請求

書」という。）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。） 

第２４２条第５項の規定により監査した結果を下記のとおり公表します。 

 

 

令和８年５月１４日 

 

岐阜市監査委員  中 本 一 美 

岐阜市監査委員  御子柴   慎 

                                      岐阜市監査委員  谷 藤 錦 司 

岐阜市監査委員  箕 輪 光 顕 

                

記 

 

第１ 監査の請求                                

 １ 請求人 

   （略） 

    

 ２ 措置請求書の受付 

   令和８年３月１８日 

 

３ 請求の要旨 

請求人から提出された措置請求書の要旨及び事実を証する書面は次のとおり

である。なお、請求の要旨及び求める措置については原文のまま記載した。 

 

（請求の要旨及び求める措置） 

令和７年度「Ⅰ」地区敬老事業について情報公開請求及び事業の主催者である

「Ⅰ」自治会連合会への質問と回答により、地区敬老事業補助金を虚偽申請して

不正受給し、公的資金に損害が生じていると推認できることが判明しました。 

このことについて、地区敬老事業補助金の交付事務を担当する高齢福祉課に調

査を依頼したところ、補助金について適正に使用されているか確認すべき職責が

あるにもかかわらず、地区敬老事業の実施方法や対象者は自治会連合会に任せて

いるとして調査を行わず不正行為を容認していて事務の執行に不作為がありま

す。 
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今回の事案は、補助金適正化法に抵触する行為でもあり容認することは、公正

公平であるべき行政事務執行に対する市民の信頼を損なうものであり監査請求

をします。 

請求の詳細は別紙「敬老補助金事業措置請求の詳細」のとおりです。 

 

 （以下、別紙「敬老補助金事業措置請求の詳細」（以下「措置請求の詳細」という。）） 

 

１．岐阜市の敬老補助金事業の概要 

岐阜市（以下「市」）は、地区敬老事業（以下「敬老会」）を実施した場合、

開催費の一部を助成する敬老補助金制度があります。 

市が、長年にわたり社会にしてきた高齢者に敬意を表し、その長寿を祝福す

るもので、敬老会を実施する対象者を特定し敬老補助金（以下「補助金」）を

申請した地区自治会連合会長に対し、均等割 100,000円＋人員割り1,000円×

対象者数（８０歳以上）を補助金として交付しています。 

申請制度を取っていますが、敬老会対象者の市民全員に補助金が交付され、

敬老会の開催費はこの補助金でほぼ全額が賄われています。（証１６） 

市は敬老会開催について文書で各地区自治会連合会長に敬老会の補助金申

請をするよう依頼し、敬老会に招待する高齢者を把握するための名簿や宛名シ

ールの作成・提供を行っていて、（証１）実体的には各地区自治会連合会長と

個別に委託契約を交わし実施している高齢者に対する福祉事業です。 

 

２．令和７年度「Ⅰ」地区における敬老会補助金の申請・交付・受給・事業報告

の事実 

「Ⅰ」自治会連合会（以下「連合会」）は市から補助金申請の提出要請を受

けた。（証２） 

高齢福祉課が地区敬老会に招待する高齢者を把握することを目的に、住民

基本台帳ファイルから個人情報を抽出し（証１）作成した「高齢者名簿（８０

歳以上）（自治会用）」（１，００９名記載）（証３）の送付を受けた「Ⅰ」連合

会長「Ａ」氏（以下「連合会長」）は各支部の自治会長・班長に依頼し存否確

認を実施し（証１３）、１，００８名（３３５名の自治会未加入者も含む）に

ついて地区敬老事業を実施するとして、令和７年８月１日に補助金等交付申請

書（以下「申請書」）（証４）を提出した。 

高齢福祉課は、同日申請書を受理し、審査しこれを認め1,108,000円（均等

割100,000円＋（＠1,000円×１，００８人））を補助金として交付し、連合会

長はこれを受給した。 

連合会長は、敬老会実施後、令和７年１０月６日に、交付を受けた補助金の

全額を費消した旨の令和７年度補助事業等報告書（以下「報告書」）（証５）を

提出し、同日、高齢福祉課はこれを受理し、審査し、認めた。 
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３．令和７年度「Ⅰ」地区敬老会の実施の事実 

下表１は、報告書及び連合会に請求人が敬老会について質問した質問書の回

答により作成したものであり、連合会事務担当者もこの表に間違いがないと認

めている。（証１４） 

 

表１ 令和７年度「Ⅰ」地区敬老会実施状況表 

敬老事業該当者 

（補助金申請・交付者） 

人数 祝い品 

購入数 

単価 祝い品 

配布残数 

内

訳 

敬老会 

招待者 

式典出席者 １６６ ２００ １，５５０ ３４ 

式典欠席者 ５０７ ６００ ９６８ ９３ 

敬老会に招待されなか

った人 

３３５ ０ － ０ 

計 １，００８ ８００ － ０ 

 

敬老会は式典と、出席者に一人当り1,550円の祝い品、欠席者に一人当り968

円の祝い品贈呈を行い併せて市長のメッセージ（文書）を贈呈した。 

その他出席者に一人当り100円のお茶を配布し、一部出席者（７０名）には

一人当り864円（総額60,500円）相当の送迎を行った。また高齢者施設へ補助

金として46,000円を寄付した。 

祝い品配布残数は１２７個（総額142,724円）と過大であった。 

また、予算配分は一部の招待者に偏重していた。 

この表１から敬老事業対象者（補助金交付者）でありながら敬老会に招待さ

れなかった人（敬老事業を実施してもらえなかった人）」が、３３５名と多数

存在することが認められる。 

これらの人は、市から補助金が交付されていて祝意を受けるべき権利を有す

る人でありながら敬老会開催者である連合会長が恣意的に敬老会から除外し

たことにより市からの祝意を受ける機会を失い不利益を被った。 

また、個人情報を何の利益もないのに同意なく収集され補助金申請・受給の

ために利用されていて個人情報保護法、及び岐阜市個人情報等取扱規程第６条

に反する扱いを受けた。（証９） 

 

表２は令和６年度分であるが、令和７年度と同様に自治会未加入者２８０名

が令和７年度と同様の理不尽な扱いを受け、不利益を被ったことが認められる。 

 

 

表２ 令和６年度「Ⅰ」地区敬老会実施状況表 

敬老事業該当者 人数 祝い品 単価 祝い品 
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（補助金申請・交付者） 購入数 配布残数 

内

訳 

敬老会 

招待者 

式典出席者 １５４ ２００ １，３４９ ４６ 

式典欠席者 ５８０ ６００ ９６８ ２０ 

敬老会に招待しなかっ

た人 

２８０ ０ － ０ 

計 １，０１４ ８００ － ６６ 

 

敬老会は式典と、出席者には一人当り1,349円の祝い品、欠席者には一人当

り968円の祝い品贈呈を行い併せて市長のメッセージ（文書）を贈呈した。 

一部出席者（６２名）には一人当り975円（総額60,500円）相当の送迎を行

った。 

また高齢者施設へ補助金として49,000円を寄付した。 

祝い品配布残数は６６個（総額81,414円）と過大であった。 

 

４．連合会長の不正行為の事実 

（１）「Ⅰ」自治会連合会は令和元年度から敬老会を自治会員だけを対象に実施し

ていて（証１２）（証１３）連合会長は令和７年度も自治会員だけで実施する

と認識しながら、自治会未加入者も対象にすると偽って申請書を提出し、市か

ら自治会未加入者３３５名分の敬老会補助金335,000円を含んだ１，００８名

の補助金1,108,000円を受領した。 

    補助金の虚偽申請と不正受給（詐取）により、市に公的資金335,000円の損

害を与えたと推認できる。 

（２）敬老会は申請した敬老事業該当者から自治会未加入者３３５名を除外し、自

治会員だけを対象に行い、敬老会へ招待しなかった３３５名分の補助金

335,000円は、これを収奪し、市に返還することなく、自治会員６７３名でこ

れを費消した。（証５） 

（３）敬老会へ招待しなかった３３５名分の補助金335,000円は、敬老事業を実施

していないのであるから補助金を受給する理由がなく市の公的資金に損害を

与えたと推認できる。 

（４）敬老会招待者に贈呈する祝い品については、「令和７年度「Ⅰ」敬老会のご

案内」（証７）の出欠席申込書（証８）により８月初旬には必要数を把握出来

る状況で、敬老会開催までに会議を４回行っているので過大に購入する必要は

なかったと思料する。 

余剰分（142,724円相当）の祝い品を、自治会連合会他行事で使用していて

（証１４）補助金の目的外使用を行ったと推認できる。 

 

５．市（高齢福祉課）（「以下高齢福祉課」）の不当事項 

（１）高齢福祉課は、市の公的資金である補助金が適正に使用されていることを管



 

5 
 

理する職務を担当しており、報告書の審査は善良なる管理者の注意をもって精

査する義務があるのにもかかわらずこれを怠り過失があった。 

補助金交付者数１，００８名と敬老会招待者数（出席者＋欠席者）６７３名

に３３５名の差異があることを見逃し善良なる管理者の注意をもって精査し、

差異を質せば不正受給を発見できたのにこれを怠った過失がある。（証５） 

（２）高齢福祉課は市民から「Ⅰ」地区の敬老会で不適切な補助金の使用があると

の指摘に対し、「対象者、実施方法は自治会連合会に任せている」とし、調査

せず不正を容認し補助金の損害回復を行わず事務執行に不作為があった。（証

１７） 

 

６．自治会未加入者の損害 

（１）自治会未加入者は、本人の同意なく個人情報を収集され、その情報が補助金

申請に利用され、自分の受ける利益はなにもなく自分のために交付された補助

金が他人のために使用されその分の損害を受けた。 

（２）自治会未加入者は、組織に属していないため市の依頼した自治会連合会が今

回の様に敬老会の対象者から除外すれば敬老会の恩恵を受ける術は全く閉ざ

されることとなり不公平である。 

 

７．市長（高齢福祉課）に求める措置 

（１）連合会長が不正受給した補助金の返還請求を行う措置 

連合会長に令和７年度補助金等交付申請書及び補助事業等実績報告書の修

正と不正受給した３３５名分の補助金335,000円及び目的外使用した142,724

円の自主返還を促し、公的資金の損害回復を図ることを求めます。 

令和６年度についても時効を過ぎていないので、令和６年度補助金等交付申

請書及び補助事業等実績報告書の修正と不正受給した２８０名分の補助金 

280,000円及び目的外使用した総額81,414円の自主返還を促し、公的資金の損

害回復を図ることを求めます。なお、補助金不正受給の時効は５年である。 

（２）自主返還に応じない場合の措置 

連合会長が自主返還に応じない場合は、不正行為を繰り返して悪質性が高い

ので補助金適正化法の不正受給、目的外使用事案、あるいは詐欺事案として関

係機関へ告発することを求めます。 

（３）令和７年度敬老会で自治会未加入者が排除された事に対し事後的に是正する

ための措置 

自治会未加入者が不当に敬老会の対象者から除外され、市の祝意を受けられ

なかった事については、市にも依頼者としての責任があるので、救済措置とし

て自治会員が贈呈を受けたと同等の祝い品と市長のメッセージを交付するこ

とを求めます。 

（４）令和８年度について不正な交付申請が行われないようにするための事前措置 
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「Ⅰ」自治会連合会は令和８年度も今まで通りで行うとしており（証１４）

不適切な補助金申請が行われないよう、地区全員を対象としない場合は、個人

情報保護法及び岐阜市個人情報等取扱規定第６条に照らし、令和８年度の「高

齢者名簿（８０歳以上）（自治会用）」の提供はできないことを通知しておくこ

とを求めます。 

（５）「Ⅰ」自治会連合会が令和８年度敬老会について自治会未加入者を排除して

行った場合の措置 

自治会未加入者が不利益を受けないよう、社会福祉協議会等代わりの事業者

を選定しておくことを求めます。 

（６）交付要綱の改定を行う措置 

高齢福祉課は「地区敬老事業終了後に各地区から提出される実績報告書と収

支決算書を確認している」としていますが（証１７）いずれにも領収書及び誰

に対してどのような事業（式典参加、祝い品贈呈のみ、敬老会辞退）を行った

かの事実証明書が添付されていません。（証５） 

法、あるいは社会通念として、「確認」とは、申請書通りに敬老会が実施さ

れたかを事実証明書を見て確かめることであり、高齢福祉課の言っていること

は実体のない言葉だけであり、［報告書］の審査を行っていないことと同じで

あると思料します。 

また、情報公開請求により取得した各地区の令和７年度地区敬老事業収支決

算書を点検すると、敬老会の趣旨に合わない経費（金婚・ダイアモンド婚・老

人ホーム祝い金・敬老施設補助金・飲食費）の支出があり補助金使用の公正さ

を損なうもので不適切です。（証６） 

令和２年度岐阜市包括外部監査報告書（証１５）で監査結果の指摘として高

齢福祉課に対し「補助対象経費を個別・具体的に定めるべき」としている。 

飲食費については受益者負担とし、補助対象経費から除くべきとの指摘もさ

れている。 

更に、［規範］の項で補助対象事業完了時に事業費に増減が生じた場合、「補

助確定額が明確に確認出来るよう、補助対象経費の詳細が分かる内訳等を添付

することが望ましい」としている。 

令和４年度岐阜市包括外部監査報告書（証１６）においても指摘があるのに

高齢福祉課は検討中として放置している。 

どれだけの時間をかければ検討が終わるのか、市の行政（高齢福祉課）には

社会通念としての時間の観念が欠落しているようで残念です。 

今回の措置請求においても、事実証明書の添付が義務づけられています。 

包括外部監査は、外部の専門家が岐阜市の監査機能に対する住民の信頼を高

めるために報酬を払い行われるものと承知しています。 

包括外部監査報告書の指摘をないがしろにしている高齢福祉課職員は地方

公務員法に定める義務規定「服務の根本基準（法第３０条）」を遵守していな



 

7 
 

いと思料します。 

令和８年度の敬老会は交付要綱を改正し、補助対象経費を個別・具体的に定

め、報告書に事実証明書の添付を義務付けることを求めます。 

事実証明書は、貸し出しした「高齢者名簿（８０歳以上）（自治会用）」に実

施状況チエック欄（式典参加・祝い品贈呈のみ・辞退）を設け、チエックさせ、

報告書提出時に返納させれば解決します。 

 

８．今後高齢福祉課に望むこと 

請求人が高齢福祉課に対し行った今回の一連の問い合せについての対応は、

福祉（社会の構成員に等しくもたらされるべき幸福）を担当する職責にありな

がら自らの敬老補助金事業を進めるうえで支障が出ないよう組織力を持つ連

合会長におもねて不正に目をつぶり組織に属さない弱者である自治会未加入

者を見捨てているように映り、悲しかった。 

今回の事を省みて今後は公平な事務執行をされるよう望みます 

 

（添付書類） 

本件に関する事実証明として、次の書類の写しが提出された。 

① 自治会連合会主催の地区敬老会に招待する高齢者を把握するための保有

個人情報利用提供申請書兼諾否書（令和７年４月１日付け）（証１） 

② 令和７年６月２日付け各自治会連合会長宛の令和７年度「地区敬老事業」

について（お願い）（証２） 

③ 令和７年６月９日現在の高齢者名簿（８０歳以上）（自治会用）（証３） 

④ 令和７年８月１日付け「Ⅰ」自治会連合会から市に提出された補助金等交

付申請書（証４） 

⑤ 令和７年１０月６日付け「Ⅰ」自治会連合会から市に提出された補助事業

等実績報告書（証５） 

⑥ Ⅱ～Ⅺ自治会連合会から市に提出された令和７年度地区敬老事業費収支

決算書（証６） 

⑦ 「Ⅰ」自治会連合会長から敬老会対象者に送付された令和７年度「Ⅰ」敬

老会のご案内文書（証７） 

⑧ 令和７年度「Ⅰ」敬老会出欠席申込書（証８） 

⑨ 岐阜市個人情報等取扱規程（令和５年３月２８日改正）抜粋（証９） 

⑩ 令和６年８月１日付け「Ⅰ」自治会連合会から市に提出された補助金等交

付申請書（証１０） 

⑪ 令和６年９月３０日付け「Ⅰ」自治会連合会から市に提出された補助事業

等実績報告書（証１１） 

⑫ 令和７年１２月５日付け要望者宛て回答書（証１２） 

⑬ 令和７年１２月１９日付け「Ⅰ」自治会連合会副会長宛て敬老会について
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の質問書（証１３） 

⑭ 令和８年１月２９日付け「Ⅰ」自治会連合会副会長宛て敬老会についての

質問書２（証１４） 

⑮ 令和２年度岐阜市包括外部監査報告書（抜粋）（証１５） 

⑯ 令和４年度岐阜市包括外部監査報告書（抜粋）（証１６） 

⑰ ホームページから福祉部高齢福祉課への問合せに対する高齢福祉課の回

答（証１７） 

なお、これらの書面については、監査結果への記載を省略した。 

 

第２ 請求の受理                               

   本件監査請求は、法第２４２条第１項に規定する要件を具備しているものと認

め、令和８年３月２４日にこれを受理した。 

 

第３ 監査の実施                               

 １ 請求人の証拠の提出及び陳述                       

法第２４２条第７項の規定により、令和８年４月２日に、請求人に対して新た

な証拠の提出及び陳述の機会を設けたところ、請求人はおおむね次のような趣旨

の陳述を行った。 

なお、次の証拠の提出があった。 

⑱ 令和７年度地区敬老事業費収支決算書（Ⅻ自治会連合会）（証１８） 

   なお、この書面については、監査結果への記載を省略した。 

 

（１）措置請求の詳細の補正 

  ア 「措置請求の詳細１」３行目、「長年にわたり社会に」の次に、「貢献」の

字句を記入することを忘れていたため、補記をお願いする。 

  イ 「措置請求の詳細２」４行目～５行目に「高齢者名簿（８０歳以上）（自

治会用)」（１，００９名記載）（証３)」と記した。名簿に１００９番までの

番号があったため、誤認したが、名簿の４２番は欠番であることが判明した。

（証２ 別紙１) 

したがって「（１，００８名記載）」が正しいと思うため、そのように訂正

をお願いする。 

（２）措置請求の詳細５（２）の補足 

長年、地域の高齢者の見守りや相談に熱心に携わり、地域の事情に精通して

いる元民生委員のＢ氏から、民生委員在任時に自治会連合会会長や高齢福祉課

長等に「「Ⅰ」地区の敬老会では自治会未加入者が除け者にされていておかし

いのではないか」と、何度も電話し、足を運んで話をしたが「敬老会のやり方

は自治会連合会に任せている」と、まるで他人事のような対応に終始し、もど

かしかったと聞いている。このような事実から、高齢福祉課職員は、「Ⅰ」地
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区敬老会の状況を把握されていたものと考える。 

（３）措置請求の詳細７（５）の補足 

地区敬老事業補助金交付要綱第２条には、「補助金の交付対象となる者は自

治会連合会」と規定されていて、「Ⅰ」自治会連合会のように「自治会未加入

者については、敬老会に招待しない」とした場合、自治会未加入者は補助金の

交付を受けることができず、制度的に不公平が生じる。 

市の敬老補助金制度は自治会連合会が敬老会該当者（８０歳以上）全員を招

待することを前提に制度設計されたものと思われ、一部の該当者を除外するこ

とになれば、制度として成り立たなくなるのではないかと危惧する。 

（４）措置請求の詳細７（６）の補足 

高齢福祉課は、収支決算書に領収書の添付を義務づけていないとしているが、

支出を裏付ける領収書がなければ決算書に記載された金額について信憑性を

担保するものがなく数値が正しいことは確認できないと考える。 

私は、収支決算書には支出の事実を確認するために、受け取ることが困難な

ものを除き、領収書の添付が必要であると考えるので、義務づけるよう改める

ことを求める。公金を使用する場合は一定の規律が必要と考える。 

（５）監査委員の質疑の際に陳述した内容 

請求人は、監査委員の質疑において、次のとおり認識を示した。 

ア 地区敬老事業補助金を虚偽申請して不正受給し、公的資金に損害が生じて

いると推認したのは、市に情報公開請求をして資料を見た時と、自治会連合

会への質問に対する回答を得た時である。 

イ 余剰分の祝い品等が、自治会連合会において具体的にどのような他事業で

使用されたかは分からない。自治会連合会の敬老会の実務担当である自治会

連合会副会長に質問し「他の事業に用いた」と回答を得た。 

ウ 自治会未加入者の人数は資料に直接記載がないが、自治会連合会からの回

答書（証１３）に記載されている内容を基に推測したものである。 

エ 高齢者施設入所者の自治会加入状況を確認できる客観的な資料はない。 

オ 高齢者施設入所者がマイクロバスによる送迎で敬老会に出席したという

事実の有無については、不知である。 

カ 岐阜市地区敬老事業補助金交付要綱において、支給された補助金が対象者

以外のために使用されてはならないという記載はない。 

キ 「Ⅰ」地区における敬老会の案内文書は、自治会連合会から各支部に分け

られ、支部長から各町内の自治会長へ送付される。その後、自治会長から各

班長に案内文書が渡され、各班長が配付を行う。回答は、各班長が回収し、

配付と同じく自治会長、支部長を経由して自治会連合会で集約される。 

ク 高齢者施設入所者４６名（令和７年度）が「Ⅰ」自治会連合会の区域内に

住所を有する方であるかは分からない。 

ケ 岐阜市地区敬老事業補助金交付要綱が、補助対象経費を個別具体的に定め、
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実績報告書に事実証明書の添付を義務付けるよう改正されていれば、今回の

事案はある程度防げたと考えている。 

コ 金婚・ダイヤモンド婚、老人ホーム祝い金については、それぞれ他の制度

でのお祝いが行われている。敬老施設補助金は別途実施されるのが妥当であ

る。飲食費については予算を考慮するとアルコール類を提供できる費用は捻

出できないため、敬老会の経費に合わない経費と考えている。 

サ 敬老会の案内文書に貼付されている宛名シールは、高齢福祉課が自治会連

合会の要望に基づいて作成される。班長である自分に届いた宛名シールが貼

付された案内文書には、自分が知る自治会未加入の８０歳以上の高齢者宛て

の文書がなかった。 

 

２ 監査対象事項                              

措置請求書及び請求人の陳述内容を検討した結果、岐阜市地区敬老事業補助金

交付要綱（平成１１年３月１８日決裁。以下「本件要綱」という。）に規定する

岐阜市地区敬老事業補助金（以下「敬老事業補助金」という。）について、 

（１）令和６年度及び令和７年度における「Ⅰ」自治会連合会（以下「本件自治会

連合会」という。）に対する敬老事業補助金（以下「本件補助金」という。）の

交付決定（法第２３２条の３に規定する支出負担行為）、支出並びに額の確定

及び交付決定の取消し（減額を内容とする支出負担行為）は、法第２４２条第

１項に規定する、違法又は不当な公金の支出又は債務の負担に該当するか 

（２）本件補助金に係る損害賠償請求及び返還請求の不作為は、法第２４２条第１

項に規定する、違法又は不当に財産の管理を怠る事実に該当するか 

を監査対象とした。 

  なお、請求の趣旨のうち個人情報に係る事項は、法第２４２条第１項が規定

する請求の対象となる行為に該当しないから、監査の対象としない。 

 

３ 監査対象部局                              

  福祉部 

 

４ 監査対象部局の陳述                           

監査の一環として、令和８年４月１４日に監査対象部局の職員から陳述を聴取

したところ、おおむね次のとおり説明があった。 

（１）敬老事業補助金は、長年にわたり社会に貢献された高齢者に敬意を表し、そ

の長寿を祝福するために、各自治会連合会が実施する事業に対して、その健全

な運営を図ることを目的として、本件要綱に基づき、必要な経費を補助するも

のである。 

（２）敬老事業補助金の額は、各地区の８０歳以上の高齢者数に1,000円を乗じた

金額と10万円を合算した金額であり、前金払で交付している。８０歳以上の高
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齢者数は、補助金額の積算根拠である。敬老事業そのものの実施方法や対象者

は、各自治会連合会が主催者として、各地域の事情に合わせて判断している。 

（３）各自治会連合会に対して、８０歳以上の方の氏名や住所が記載された名簿を

提供している。名簿は、敬老会に招待する高齢者を把握するという限定的な目

的で、岐阜市個人情報等取扱規程に基づき、市民課から個人情報を取得し、作

成している。 

なお、自治会連合会や個人から名簿への掲載を辞退する申出があった場合、

情報提供の対象から除外している。 

（４）各自治会連合会から提出される補助事業等実績報告書（事業報告書及び収支

決算書が添付されている。）と補助金等交付申請書（事業計画書及び収支予算

書が添付されている。）を照合して事業の実施状況等を確認している。領収書

の添付を義務付けてはいないが、不明な点があれば、各自治会連合会に問い合

わせて内容の確認を行った上で、敬老事業補助金の額を確定している。 

（５）請求人が示した方法により敬老事業補助金を積算し、及び交付している点に

ついては、認める。満８０歳以上全員を敬老の対象とすべきとする請求人の主

張については、否認する。 

（６）本件自治会連合会の不正行為の事実については、不知である。「Ⅰ」地区に

おける令和７年度の交付金額は、８０歳以上の高齢者数１，００８人について、

１，００８人×1,000円＋地区割100,000円の合計1,108,000円を交付した。ま

た、令和６年度は、８０歳以上の高齢者数１，０１４人について、１，０１４

人×1,000円＋地区割100,000円の合計1,114,000円を交付した。 

（７）補助事業の実施方法や対象者については、自治会連合会が、主催者として、

各地域の実情に応じて判断されるものであり、このことを踏まえて本件自治会

連合会会長が、６７３人を敬老会の対象者としたものである。 

（８）福祉部は、各自治会連合会から提出された補助事業等実績報告書（事業報告

書及び収支決算書が添付されている。）を確認し、敬老事業補助金の額を確定

している。 

（９）補助事業等実績報告書添付の事業報告書に記載されていた、「Ⅰ」地区の式

典当日の出席者数・欠席者数と高齢者名簿（８０歳以上）の人数の乖離、補助

対象外経費（高齢者施設入居者への祝い金）が不明であったため、本件監査請

求後に本件自治会連合会に口頭にて照会した。なお、高齢者施設入所者４６名

については、本件自治会連合会が敬老会の対象としたものとして適正であると

判断している。 

（１０）請求人が主張する祝い品の余剰の目的外使用については、自治会連合会が

活動のために使用することを認めている。余剰に係る詳細な確認は行っていな

い。 

 

第４ 監査の結果                               



 

12 
 

１ 事実関係の確認                             

請求の趣旨、添付書類、関係職員の陳述及び福祉部の決裁文書等から、次のよ

うな事実が認められる。 

（１）敬老事業補助金の概要 

ア 目的 

     長年にわたり社会に貢献された高齢者に敬意を表し、その長寿を祝福する

事業の健全な運営を図ることを目的として交付する補助金である（本件要綱

第１条）。 

   イ 交付の対象 

     対象者は自治会連合会であり、対象経費は、地区敬老事業の運営に必要な

経費（報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購

入費その他市長が必要と認める経費）である（本件要綱第２条）。 

 ウ 交付の限度額 

     予算の範囲内で、次に掲げる額を合算して得た額である（本件要綱第３条）。 

（ア）100,000円 

（イ）補助金の交付を受けようとする年度（以下「交付年度」という。）の３

月３１日現在において満８０歳以上である者（交付年度の６月１日現在に

おいて、本市の住民基本台帳に記録されている者（当該自治会連合会の区

域に住所を有する者に限る。）に限る。）の数に1,000円を乗じて得た額 

 エ 交付申請の期限 

交付の申請は、交付年度の７月末日までに行う（本件要綱第４条）。 

 オ 交付 

   前金払により交付する（本件要綱第６条）。 

（２）令和７年６月２日付け自治会連合会会長宛て文書 

令和７年度の敬老事業補助金について、令和７年６月２日付け自治会連合会

会長宛て文書「令和７年度「地区敬老事業」について（お願い）」により、下

記のとおり案内が示された。 

ア 補助金等交付申請書、事業計画書、収支予算書及び補助金等概算払（前金

払）請求書などの書類を、記載要領に基づき作成し、令和７年８月１日まで

に提出する（なお、本件監査の過程で、令和７年度の補助金等概算払（前金

払）請求書全５０件の請求日欄に「令和７年８月２０日」と印字されていた

ことを確認した。）。 

イ 高齢福祉課から８０歳以上の者の名簿を提供する。自治会連合会の希望が

あれば、加えて８０歳以上の宛名シール、７６歳から７９歳の名簿及び宛名

シールを提供する。 

ウ 毎年９月の「敬老の日」前後に、各地区の自治会連合会が主体となって、

地区敬老事業を実施する。 

エ 地区敬老事業終了後、補助事業等実績報告書、事業報告書、収支決算書及
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び高齢者名簿（存否確認を記録したもの）を提出する。 

（３）本件補助金の執行状況 

ア 補助金の交付申請 

本件自治会連合会が、岐阜市長宛て補助金等交付申請書（事業計画書及び

収支予算書が添付されている。）を提出し、岐阜市補助金等交付規則（平成

１０年岐阜市規則第５５号。以下「交付規則」という。）第４条の規定によ

る交付申請を行った。内容は下記の表に記載のとおりである。 

なお、本件補助金の額は、いずれも、本件要綱第３条の規定による交付の

限度額と同額である。 

 令和６年度 令和７年度 

申請日 令和６年８月１日付け 令和７年８月１日付け 

交付申請額（かっ

こ内は限度額） 

1,114,000円（100,000円＋

＠1,000円×１，０１４人） 

1,108,000円（100,000円＋

＠1,000円×１，００８人） 

※上記交付申請額の欄の人数は、交付年度の３月３１日現在において、満

８０歳以上である者（交付年度の６月１日現在において、本市の住民基

本台帳に記録されている者（本件自治会連合会の区域に住所を有する者

に限る。）に限る。）である（本件要綱第３条第２号）。 

イ 補助金の交付決定 

高齢福祉課担当職員が、決裁「地区敬老事業補助金の交付決定について」

を起案し、福祉部長が専決して、交付規則第５条第１項の規定による交付決

定を行った。内容は下記の表に記載のとおりである。 

なお、専決者は、岐阜市事務決裁規則（昭和４６年岐阜市規則第３２号。

以下「決裁規則」という。）第３条第１項の「決裁の手続の過程は、順次所

属上司の決裁を得て、専決者又は市長の決裁を受けなければならない。」、及

び第１３条第１項に規定する「部長及び課長等の専決事項」のうち、 

「別表第１ 共通専決事項」 

「財務に関する事項」 

「ア 支出負担行為等に関する事項」 

の表において、「負担金、補助及び交付金」の「その他」の「交付決定等伺」

が「部長」とされていることによる。 

 令和６年度 令和７年度 

起案日 令和６年８月１４日 令和７年８月９日 

決裁日 令和６年８月１７日 令和７年８月１８日 

交付決定額 1,114,000円 1,108,000円 

ウ 支出負担行為（法第２３２条の３） 

福祉政策課担当職員が、支出負担行為書「地区敬老事業補助金」を起案し、

福祉政策課長が専決した。内容は下記の表に記載のとおりである。 

なお、決裁区分は、決裁規則第１３条第１項に規定する「部長及び課長等



 

14 
 

の専決事項」のうち、 

「別表第１ 共通専決事項」 

「財務に関する事項」 

「ア 支出負担行為等に関する事項」 

の表において、「負担金、補助及び交付金」の「その他」の「支出負担行為

書」が「課長等」とされていることによる。 

予算執行の目及び節の名称は、（目）老人福祉費、（節）負担金、補助及び 

交付金である。 

 令和６年度 令和７年度 

起案日・決裁日 令和６年８月１９日 令和７年８月１９日 

支出負担行為額 1,114,000円 1,108,000円 

エ 補助金交付決定の通知 

高齢福祉課が、岐阜市長名で、本件自治会連合会宛て補助金等交付決定通

知書により、交付規則第７条に規定する補助金交付決定の通知を行った。内

容は下記の表に記載のとおりである。 

 令和６年度 令和７年度 

交付決定の通知日 令和６年８月１９日付け 令和７年８月１９日付け 

オ 補助金の請求 

本件自治会連合会が、交付規則第１８条第２項及び本件要綱第６条の規定

により、岐阜市長宛て補助金等概算払（前金払）請求書を提出して、本件補

助金の交付を請求した。内容は下記の表に記載のとおりである。 

 令和６年度 令和７年度 

請求日 令和６年８月１９日付け 令和７年８月２０日付け 

請求額 1,114,000円 1,108,000円 

カ 支出命令（法第２３２条の４第１項） 

福祉政策課担当職員が、支出命令書「地区敬老事業補助金」を起案し、福

祉政策課長が専決して、交付規則第１８条第１項ただし書及び本件要綱第６

条の規定により、前金払（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以

下「施行令」という。）第１６３条第２号）を行った。内容は下記の表に記

載のとおりである。 

なお、決裁区分は、決裁規則第１３条第１項に規定する「部長及び課長  

の専決事項」のうち、 

「別表第１ 共通専決事項」 

「財務に関する事項」 

「イ その他の事項」 

の表において、「支出命令」が「課長等」とされていることによる。 

 令和６年度 令和７年度 

起案日・決裁日 令和６年８月１９日 令和７年８月２０日 
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支出命令額 1,114,000円 1,108,000円 

支払日 令和６年８月３０日 令和７年８月２９日 

キ 「Ⅰ」地区敬老事業 

本件自治会連合会が提出した後記クの事業報告書によると、「Ⅰ」地区敬

老事業は、小学校体育館において、令和６年９月１６日、令和７年９月１５

日に行われた。 

なお、本件監査の過程で、出席者等は以下のとおりであったと判明した。 

 令和６年度 令和７年度 

招待された者 出席１５４人 

＋欠席５８１人 

＝  ７３５人 

 出席１６６人 

＋欠席５０７人 

＝  ６７３人 

招待されなかった者    ２７９人    ３３５人 

合計 １，０１４人 １，００８人 

ク 補助事業の実績報告 

本件自治会連合会が、岐阜市長宛て補助事業等実績報告書（事業報告書及

び収支決算書が添付されている。）を提出し、交付規則第１５条に規定する

実績報告を行った。内容は下記の表に記載のとおりである。 

なお、収支決算書によると、交付した補助金は、全額補助事業に充当され、

また、本件補助金の額及びその説明は、前記アの記載と同じである。 

 令和６年度 令和７年度 

報告日 令和６年９月３０日付け 令和７年１０月６日付け 

収支決算書記

載の補助金額 

1,114,000円（100,000円＋ 

＠1,000円×１，０１４人） 

1,108,000円（100,000円＋ 

＠1,000円×１，００８人） 

ケ 補助金の額の確定 

高齢福祉課担当職員が、決裁「地区敬老事業補助金の確定について」を起

案し、福祉部長が専決して、交付規則第１６条に規定する補助金の額の確定

を行った。内容は下記の表に記載のとおりである。 

なお、令和６年度及び令和７年度において、当該地区以外の５地区につい

て、確定金額を超える補助金が交付されているとして、交付規則第２０条第

２項の規定により、返還を命じている。 

 令和６年度 令和７年度 

起案日 令和６年１２月３日 令和７年１２月１５日 

決裁日 令和６年１２月９日 令和７年１２月１７日 

確定金額 1,114,000円 1,108,000円 

コ 補助金の額の確定の通知 

岐阜市長名で、本件自治会連合会宛て補助金等確定通知書により、交付規

則第１６条に規定する補助金の額の確定通知を行った。内容は下記の表に記

載のとおりである。 
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 令和６年度 令和７年度 

確定通知日 令和６年１２月１６日付け 令和７年１２月２２日付け 

（４）岐阜市包括外部監査結果における指摘及び意見への対応 

    ア 令和２年度包括外部監査結果における指摘及び意見への対応状況 

（ア）令和２年度包括外部監査結果 

同監査結果は、「岐阜市の補助金、負担金及び交付金」をテーマとして

おり、地区敬老会運営費補助金に対して、以下の指摘及び意見があった。 

・【指摘】 交付要綱において、補助対象経費を個別具体的に定めるべき

である。なお、飲食費は、受益者負担とし、補助対象経費から除くべ

きである。 

・【指摘】 補助対象事業を地区敬老会の開催として補助金を交付するの

であれば、各自治会の対象者の数を基に一律に補助金を算出するので

はなく、出席者数を見込んだ敬老会の開催に要する費用を積算させた

予算書に基づき、補助対象経費の該当性を審査し、補助金の額を算定

すべきである。 

・【意見（後記（イ）c及びイ（ア）において「２年度意見」という。）】 高

齢者に対して敬意を表して、その長寿を祝福することの意義は否定し

ないが、それを地区敬老会の開催によって達成しようとするのか、祝

い品の贈呈によって達成しようとするのか、その他の方法によって達

成しようとするのか、その手段に対して公金から補助金を支出する公

益上の必要性はあるのか、目的達成のための手段の在り方について再

考することが望ましい。 

（イ）高齢福祉課は、前記（ア）について、市ホームページの措置状況報告書

に以下のとおり記載し、対応している旨述べている。 

a 令和３年度末時点 

中核市を対象に敬老会の実施状況及び補助事業について調査した結果

をもとに、今後、地区敬老会の在り方について研究していく予定である、

と記載している。 

b 令和４年度末時点 

補助対象経費を交付要綱に定めるように引き続き検討し、その後は、

補助対象経費から算定するようにしていく、と記載している（なお、本

件監査の過程で監査対象部局に聴取を実施したところ、中核市を対象に

飲食費に係る調査を実施し、「飲食費を補助対象経費として認めている

との結果が得られたため、本市も補助対象経費として本件要綱に定め

た」旨の回答を得た。）。 

c 令和５年度末時点以降 

令和６年３月に本件要綱の改正を行い、補助対象経費について定めた、

と記載し、令和６年度以降、本件要綱の規定により補助金の交付を行っ
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ている。 

また、２年度意見について、令和５年度以降、自治会連合会を所管す

る市民協働推進部（当時）と、一括交付金に関する協議を行っており、

引き続き検討中である旨記載している。 

d 令和６年度末時点以降 

敬老事業の実施方法について、老人福祉法(昭和３８年法第１３３号）

第５条第３項の趣旨に基づき、地区敬老事業として自治会により行われ

ること、また、その実施方法について、自治会において、その地域の状

況に則した方法によることを記載している。 

    イ 令和４年度包括外部監査結果における指摘への対応状況 

（ア）令和４年度包括外部監査結果 

同監査結果は、「岐阜市の包括外部監査の結果に対する措置状況」をテ  

ーマとしており、地区敬老会運営費補助金に係る２年度意見に対して、以

下の指摘があった。 

・【指摘】市民活動交流センターなど自治会連合会や関連団体に補助金を 

交付している所管課とともに、事業に要する経費を補助する補助金を交

付することが適切であるものなのか、地域の世帯数に応じて公金を交付

することが適切であると合理的な説明がつくものなのかを分析整理し

た上で、前者は事業補助として、後者は統合して（補助金、負担金又は

交付金、委託料など）、まちづくり協議会に対して交付することを検討

し、その検討内容及び結果を記録に残しておくべきである。 

まちづくり協議会が設置されていない自治会連合会については、設置

をするように支援すべきである。 

前橋市は、「行政連絡事務事業」、「高齢者地域交流事業」、「環境美化

活動等に伴う事務事業」、「生涯学習奨励事務事業」のいずれかの事業費

として使用できる「自治会一括交付金」を交付しているとのことで、参

考になる。 

（イ）高齢福祉課は、前記（ア）について、市ホームページの措置状況報告書

に以下のとおり記載し、対応している旨述べている。 

a 令和５年度末時点・令和６年度末時点 

自治会連合会を所管する市民協働推進部（当時）が、「協働のまちづ  

くり推進計画２０２３－２０２７」の期間中に整理を行っており、次期

計画策定時に一括交付金等制度の導入も含め地域コミュニティの理想

的なあり方の実現を目指しており、その計画に沿った形で検討が行われ

ている旨記載している。 

 

２ 監査委員の判断 

（１）要件審査 
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法第２４２条第２項は、住民監査請求について「前項の規定による請求は、

当該行為のあつた日又は終わつた日から１年を経過したときは、これをするこ

とができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定

している。これを本件監査請求についてみると、以下のとおりである。 

ア 交付決定、支出及び額の確定並びに交付決定の取消し（減額を内容とする

支出負担行為）の不作為に係る検討 

（ア）当該行為から「１年を経過した」か 

a 最高裁判所平成１４年９月１２日判決・民事判例集５６巻７号１４８ 

１頁は、「法２４２条２項本文は、財務会計上の行為のあった日又は終わ

った日から１年を経過したときは監査請求をすることができない旨を定

めるところ、上記行為のあった日とは一時的行為のあった日を、上記行

為の終わった日とは継続的行為についてその行為が終わった日を、それ

ぞれ意味するものと解するのが相当であり、当該行為が外部に対して認

識可能となるか否かは、同項本文所定の監査請求期間の起算日の決定に

何ら影響を及ぼさない」と判示する。 

b そして、最高裁判所平成７年２月２１日判決・裁判集民事１７４号２

８５頁は、法第２３２条の５第２項の規定による概算払に係る住民監査

請求について、「概算払による公金の支出に違法又は不当の点がある場合

は、債務が確定していないからといって、これについて監査請求をする

ことが妨げられる理由はない。」としつつ、「債務が確定した段階で精算

手続として行われる財務会計上の行為に違法又は不当の点があるならば、

これについては、別途監査請求をすることができるというべきである。

そうすると、概算払による公金の支出についての監査請求は、当該公金

の支出がされた日から一年を経過したときは、これをすることができな

いものと解するのが相当で」あると判示する。 

c 前記１（３）カによると、本件補助金は、施行令第１６３条第２号に

規定する前金払（金額の確定した債務を履行期限前に支払う方法）によ

り支払われたから、本件補助金の債務の額は、支出時に確定している。 

d 前記a、b及びcを踏まえ、本件監査請求が法第２４２条第２項本文に規

定する「当該行為」から「１年を経過した」か否かを検討するに、本件

補助金に係る財務会計上の行為のうち「当該行為」に該当するものは、

交付決定（支出負担行為）及び支出に限定され、額の確定及び交付決定

の取消し（減額を内容とする支出負担行為）の不作為は含まれないこと

となる。 

e そこで、本件補助金の交付決定及び支出の実施時期から本件監査請求

までの日数を見ると、下記一覧表のとおりであり、本件監査請求がなさ

れた令和８年３月１８日の時点において、令和６年度の本件補助金の交

付決定及び支出については、既に「１年を経過した」と認められるから、
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法第２４２条第２項本文の規定により、監査請求することができないも

のと解する。 

 令和６年度 令和７年度 

交付決定日 令和６年８月１９日 令和７年８月１９日 

支出日 令和６年８月３０日 令和７年８月２９日 

（イ）法第２４２条第２項ただし書の「正当な理由」があるか 

a 前掲最高裁判所平成１４年９月１２日判決は、以下のとおり判示して

いる。 

  すなわち、法第２４２条第２項本文が法的安定性の確保を趣旨とする

一方、「当該行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裡にされ、１年

を経過してから初めて明らかになった場合等にもその趣旨を貫くのが相

当でないことから、同項ただし書は、「正当な理由」があるときは、例外

として、当該行為のあった日又は終わった日から１年を経過した後であ

っても、普通地方公共団体の住民が監査請求をすることができるように

しているのである。」 

その判断基準として、「当該行為が秘密裡にされた場合には、同項ただ

し書にいう「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方

公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当

該行為を知ることができたかどうか、また、当該行為を知ることができ

たと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判

断すべきものである（略）このことは、当該行為が秘密裡にされた場合

に限らず、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽く

しても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は

内容を知ることができなかった場合にも同様であると解すべきである。」 

b これを本件補助金の交付決定及び支出についてみるに、いわゆる裏金

処理等として秘密裡に執行されたものでなく、請求人においても、情報

公開請求等の通常の手段により、本件監査請求をするに足りる程度に当

該各行為の存在及び内容を知ることが客観的に可能であったものと認め

られる。 

c 措置請求書によると、請求人は、令和７年９月１５日に「Ⅰ」地区に

おいて開催された敬老会の後、自治会員でない者が敬老会から除外され

ていることに疑問を持ち、同年９月１７日に、高齢福祉課に対して問合

せを始めた。 

そして、同年１１月６日付け高齢福祉課宛て電子メールの中で、自治

会未加入者が除外されているのはおかしい、補助金の不正受給である、

と指摘をしており、遅くともこの日までに行為の存在及び内容を知って

いたと解される。 

前記１１月６日から、本件監査請求日の令和８年３月１８日までの日
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数は１３２日であり、法第２４２条第２項ただし書に規定する「相当な

期間」内に本件監査請求をしたものと認めることまではできないから、

「正当な理由があるとき」に該当するものと解することはできない。 

（ウ）以上により、令和６年度の本件補助金に係る本件監査請求のうち、交

付決定及び支出については、法第２４２条第２項本文の規定する「１年

を経過した」に該当し、かつ、同項ただし書の「正当な理由があるとき」

に該当しないから、不適法と解するのが相当である。 

イ 損害賠償請求及び返還請求の不作為に係る検討 

（ア）請求人は、本件自治会連合会が本件補助金の不正受給により市に損害

を与えていること、及び福祉部が本件自治会連合会に対して本件補助金

の損害賠償請求及び返還請求を怠っている旨主張している。これらの請

求権は、損害賠償請求権（民法第７０９条）及び不当利得返還請求権（同

法第７０３条）であり、法第２４０条第１項に規定する債権に該当する

ことから、法第２４２条第１項に規定する「財産の管理を怠る事実」の

有無が問題となる。 

（イ）なお、交付規則第２０条第２項は、補助金の額の確定後に返還を命ず

ることができる旨を規定しているが、この返還命令は、本件監査請求に

おいて、前記（ア）の損害賠償請求権及び不当利得返還請求権と実質的

に判断が重複するものと解されることから、これも併せて「財産の管理

を怠る事実」の有無を論じることとする。 

（ウ）この「財産の管理を怠る事実」については、法第２４２条第２項本文

に規定する「当該行為」に含まれず、同項の適用を受けないから、「１年

を経過した」か否か、すなわち、請求人がいつ本件監査請求をしたかは、

問題とならないと解するのが相当である。 

（２）監査対象事項の判断 

前記（１）を踏まえ、以下、令和６年度及び令和７年度の本件補助金につい

て検討する。 

ア 令和７年度本件補助金の交付決定（支出負担行為）は、違法又は不当な債

務の負担に該当するか 

（ア）本件補助金の交付決定（支出負担行為）は、交付規則第５条第１項の規

定により行われたものである。 

同項は、「補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類

の審査（略）により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例及び規

則（以下「法令等」という。）並びに予算で定めるところに違反しないか

どうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に

誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたとき

は、速やかに補助金等の交付の決定をしなければならない。」と規定して

いる。 



 

21 
 

（イ）本件補助金の申請内容を検討するに、補助金の交付の対象（本件要綱第

２条）及び補助金の額（本件要綱第３条）について、違反する点は認めら

れない。 

（ウ）しかし、本件補助金の交付申請日は、令和７年８月１日付けであり、交

付申請の期限について定める交付規則第４条「その定める時期までに」、

及び本件要綱第４条「規則第４条の規定による補助金の交付の申請は、交

付年度の７月末日までに行うものとする。」の規定に違反し、１日を経過

していた。 

（エ）交付規則第５条の規定を見るに、交付決定に当たり調査すべき事項とし

て、「当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例及び規則（以下「法令

等」という。）並びに予算で定めるところに違反しないかどうか」が挙げ

られている。 

この「規則」に交付規則第４条の「その定める時期までに」が含まれる

ことから、本件補助金について、交付申請の期限経過後の交付決定が、交

付規則第５条第１項に規定する調査義務に違反してなされたか否かを検

討する。 

（オ）この点について、確認された事実関係は、以下のとおりであった。 

a 高齢福祉課作成の地区敬老事業マニュアルを見るに、「申請書は、要

綱上は「７月末までに提出」であるが、自治会連絡協議会が（Ｈ３０は）

８月１日のため、期限はその日にする。受付印は７月中の日付にする（要

綱上の規定）。」と記載されており、平成３０年度当時は、本件要綱第４

条に規定する交付申請の期限（７月末日）を経過した後も、申請を受け

付ける取扱いがなされていたものと解される。 

b 高齢福祉課は、令和７年６月２日付け自治会連合会宛て文書「令和７

年度「地区敬老事業」について（お願い）」により、補助金等交付申請

書等の提出を依頼していたが、同文書中、提出期限を「令和７年８月１

日（金）の定例会まで」と記載し、各自治会連合会に対して、交付申請

の期限を、本件要綱第４条が定める７月末日の１日後（８月１日）まで

とする旨を示していた。 

c このように期限を変更した理由を高齢福祉課に確認したところ、自治

会連合会の事務負担軽減を考慮したとのことである。具体的には、６月

２日付け文書を受領した自治会連合会は、申請期限である７月末日まで

の５９日間に、地区敬老事業の計画立案や予算見積を行う必要がある。

敬老事業には、日時、場所、招待者、招待の方法及び敬老の方法（祝い

品の調達、催し物の出演交渉等）が含まれ、その負担は軽微なものでは

ないと考えられる。こうした事情を踏まえ、高齢福祉課は、（自治会連

合会会長が出席する）自治会連絡協議会が開催される８月１日までに、

補助金等交付申請書等の回収を計画したものである。 
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d 以上の経緯を踏まえ、前記１（３）イのとおり、福祉部において、補

助金等交付申請書（本件補助金に係る８月１日付けのものを含む。）に

対して、交付決定を行ったものである。 

（カ）前記（オ）によると、福祉部は、本件補助金に係る補助金等交付申請書

が、交付申請の期限を経過していたことを認識しながら交付決定を行って

おり、交付規則第５条第１項に規定する交付決定時の調査を適正に行う義

務に違反したものと認められる。 

（キ）次に、この調査義務違反を経た交付決定（支出負担行為）が、違法又は

不当な債務の負担に該当するか否かを検討する。 

ところで、本件補助金は、法律又は条例でなく交付規則及び本件要綱を

根拠としている。 

このことについて、最高裁判所昭和３９年１０月２９日判決・民事判例

集１８巻８号１８０９頁が、「行政庁の処分とは、(略)、公権力の主体たる

国または公共団体が行う行為のうち、その行為によつて、直接国民の権利

義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの

をいう」と判示していること、法第１４条第２項が、「義務を課し、又は権

利を制限するには、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例によら

なければならない」と規定していること、及び交付規則が法第１５条第１

項に規定する内部的規律たる性質を有する規則であることを鑑みれば、本

件補助金の交付決定の法的性質は、行政処分でないと解される。 

そして、交付規則に定める補助事業者の義務は、交付規則第７条に規定

する補助金等交付決定通知書（様式第２号）の「交付の条件」に記載する

「補助事業等の実施にあたっては、岐阜市補助金等交付規則に定めるとこ

ろにより行わなければなりません。」、「補助事業等の執行方法が不適当な場

合には、補助金等の交付決定の取消し、返還を命ずることがあります。」等

により、市・補助事業者間の合意の内容となるから、交付決定の法的性質

は、公益性のある負担付贈与契約（法第２３２条の２、民法第５５３条）

であると解される。 

そして、本件補助金については、令和７年８月１日付け補助金等交付申

請書及び交付決定、すなわち、申込みと承諾が下記のとおり合致し、齟齬

はないことから、交付決定は有効に成立したものと判断する。 

・本件要綱第２条第１項の規定による自治会連合会からの申請であること 

・補助対象経費が本件要綱第２条第２項に規定した費用であり、かつ額が

第３条第２号の規定による限度額以下であること 

・福祉部が依頼したとおり、同年８月１日付けの申請であること 

・申請日以外の申請の内容が交付規則及び本件要綱に違反していないこと 

（ク）以上を鑑みれば、本件補助金について、前記（カ）の交付規則第５条第

１項に規定する交付決定時の調査義務違反は、市内部の職務行為の準則に
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違反するものではあるが、（キ）の交付決定の効力に影響を及ぼすまでのも

のではないと解され、したがって、交付決定（支出負担行為）は、違法又

は不当な債務の負担に該当しないと判断するのが相当である。 

イ 令和７年度本件補助金の支出は、違法又は不当な支出に該当するか 

本件補助金の支出は、前記アのとおり、先行する交付決定（支出負担行為）

が違法又は不当な債務の負担でなく、かつ交付規則第１８条第１項ただし書

及び本件要綱第６条の規定による前金払の方法によりなされたものであるか

ら、違法又は不当でないと判断するのが相当である。 

ウ 令和６年度及び令和７年度の本件補助金の損害賠償請求及び返還請求の

不作為は、違法又は不当に財産の管理を怠る事実に該当するか 

（ア）請求人は、本件補助金について、対象者を本件要綱第３条第２号に規定

する満８０歳以上の高齢者全員とすべきところ、自治会未加入者を除外し

たこと、目的外使用を看過したこと、及び本件自治会連合会に対してこれ

らに係る損害賠償請求及び返還請求（請求人の主張する「自主返還を促」

す行為もこれに含まれるものと解される。）を行わなかったことが違法又

は不当である旨主張している。 

（イ）地区敬老事業の対象者の範囲について検討するに、本件要綱第１条は、

地区敬老事業の対象者について「高齢者」と規定するのみであり、高齢者

の年齢要件、自治会への加入の有無その他の具体的要件について何ら定め

を置いていない。 

（ウ）令和７年６月２日付け自治会連合会会長宛て文書を見るに、高齢福祉課

から満８０歳以上の高齢者名簿を送付する際、自治会連合会が希望する場

合には７６歳以上８０歳未満の対象者の名簿も併せて送付する旨が記載

されている。この取扱いは、少なくとも年齢要件について、何歳以上の高

齢者を地区敬老事業の対象者として招待するかを自治会連合会の判断に

委ねていることを示している。 

（エ）同文書及び地区敬老事業マニュアルにおいても、地区敬老事業の対象者

について、高齢者であること以外に、年齢、自治会加入の有無等の要件を

定めた記載は見当たらない。 

（オ）本件要綱第３条第２号は、「補助金の交付を受けようとする年度（以下

「交付年度」という。）の３月３１日現在において満８０歳以上である者

（交付年度の６月１日現在において、本市の住民基本台帳に記録されてい

る者（当該自治会連合会の区域に住所を有する者に限る。）に限る。）の数」

と規定している。 

この規定は、同条柱書きが「補助金の交付の限度額は、予算の範囲内で、

次に掲げる額を合算して得た額とする。」と規定していることからも明ら

かなとおり、補助金の交付限度額を算定するための基準を定めたものであ

る。すなわち、「満８０歳以上である者（略）の数」は、補助金額の積算
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根拠として用いられているに過ぎず、これらの者全員を地区敬老事業の対

象者とする法的義務を補助事業者に課したものと解することはできない。 

（カ）補助事業等実績報告書の審査について検討するに、前記（オ）において

示したとおり、福祉部には、本件要綱第３条第２号に規定する「満８０歳

以上である者（略）の数」と実際の地区敬老事業の対象者の数を一致させ

る法的義務が存在しない以上、この点について、交付規則第１６条が定め

る「報告書等の書類の審査」に係る不作為はなかったものと認められる。 

（キ）以上に検討したところによれば、請求人の主張する「自治会に加入して

いない高齢者が地区敬老事業の対象者から除外されているから補助金の

執行が違法又は不当である」との主張は、理由がなく、また、補助事業等

実績報告書の審査についても、不作為はなかったものと認められる。 

   したがって、市に、本件補助金に係る損害賠償請求権及び返還請求権が

発生していると認めることはできないことから、損害賠償請求及び返還請

求の不作為はなく、及び違法又は不当に財産の管理を怠る事実があったと

認めることはできないと判断するのが相当である。 

（ク）なお、本件補助金の交付決定（支出負担行為）及び支出は、前記ア及び

イのとおり、違法又は不当ではないと解されるが、仮に、違法又は不当で

あるとした場合の、損害賠償請求及び返還請求について検討する。 

   前記ア（オ）によると、高齢福祉課は、本件自治会連合会に対して、交

付の申請は本来の期限（７月末日）後でよいと伝え、本件自治会連合会が

８月１日に申請を行い、補助事業に着手している。仮に、その後に、福祉

部が申請期限の経過を理由として、損害賠償請求及び返還請求を行うと、

本件自治会連合会は、高齢福祉課の言動と交付決定を信じて補助事業に着

手した後であり、不測の損害を被るおそれがある。よって、損害賠償請求

及び返還請求は、民法第１条第２項が規定する「権利の行使及び義務の履

行は、信義に従い誠実に行わなければならない」に反することとなるから、

許されないものと考える。 

以上により、福祉部が、申請期限の経過を理由として、損害賠償請求

及び返還請求を行うことはできないと判断するのが相当である。 

（ケ）加えて、請求人は、本件補助金で購入した物品が、「Ⅰ」地区の敬老事

業以外に（目的外）使用されたと主張するので、以下検討する。 

まず、交付規則第２４条本文は、補助金により取得した財産の処分制  

限について、「補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加

した次に掲げる財産を、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならな

い。」と規定している。しかしながら、同条は、当該制限の対象財産を、

不動産及びその従物、機械及び重要な器具で別に定めるもの等、限定的に

列挙するところ、本件補助金により購入された物品は、全て消耗品であり、
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同条に列挙された財産に含まれない。 

次に、本件補助金で購入した物品の転用が、交付決定の取消事由の一  

である「補助金等を他の用途に使用したとき」（交付規則第１９条第１項

第１号）に該当するか否かについて検討すると、地区敬老事業の性質に鑑

みれば、事業実施に当たっては物品等の必要数量を事前に合理的に見積も

って調達せざるを得ず、事業完了後において購入物品に余剰が生じる場合

があることは、想定され得る事態である。 

このような実情に照らせば、余剰物品の処理に関する負担を一律に本件

自治会連合会に課すことは、過度かつ不合理な負担を課するものであり、

地区敬老事業の趣旨に反するものと考えられる。 

        さらに、余剰物品の取扱いについて実質的に考察するに、これを単純に

廃棄処分に付すよりも、本件自治会連合会の私的利用に供されるものでな

い限りにおいて、地域における公益活動等に有効活用することは合理的で

あると解するのが相当である。 

        以上を総合的に勘案すると、仮に余剰物品を生じ、本件自治会連合会が

これを他の地域活動に転用し、その後に福祉部が本件補助金の返還を求め

なかったという不作為があったとしても、そのことをもって違法又は不当

に「財産の管理を怠る事実」に該当するということはできないと判断する。 

 

３ 結 論 

（１）前記２（１）アにより、令和６年度の本件補助金の交付決定及び支出に係

る本件監査請求を不適法なものとして却下する。 
（２）前記２（２）により、令和７年度の本件補助金のうち、交付決定及び支出

は、いずれも違法又は不当なものでなく、また、令和６年度及び令和７年度

の本件補助金のうち、損害賠償請求及び返還請求の不作為について、違法又

は不当に財産の管理を怠る事実も認められないことから、本件監査請求を棄

却する。 
 
 ４ 意 見 

（１）本件監査の過程で、本件補助金に係る事務執行において、以下の課題が確

認された。 
ア 本件要綱第４条に規定する期限を経過した申請に係る交付決定等 

本件要綱第４条が定める補助金の交付の申請期限が、７月末日であるにも

かかわらず、８月１日以降付けの補助金等交付申請書を受け付け、交付決定

したものを複数件見受けた。 
高齢福祉課の地区敬老事業マニュアルを確認したところ、「申請書は、要

綱上は「７月末までに提出」であるが、自治会連絡協議会が（Ｈ３０は）８

月１日のため、期限はその日にする」、「受付印は７月中の日付にする」、「す
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べての申請書等に、日付を記入しないようにさせること」等の記載があり、

高齢福祉課において、申請後の日付の処理を示唆する内容となっていた。 
前記２（２）ア（オ）のとおり、自治会連合会の事務負担を鑑み、補助金

に係る事務の見直し、本件要綱の規定の見直し、地区敬老事業マニュアルの

適正化に向け検討されたい。 
  イ 補助事業等実績報告書添付の事業報告書に係る審査不備 

高齢福祉課は、令和７年６月２日付けで、自治会連合会会長に対し、補助

金交付申請に関する書類の提出を依頼したが、その際の記載要領において、

「事業報告書に記載する欠席者数」を、「収支決算書に記載する人数」から

「事業報告書に記載する出席者数」を差し引いた数と一致させる旨指示して

いた。 
しかしながら、令和７年度の本件補助金に係る補助事業等実績報告書（事

業報告書及び収支決算書が添付されている。）を見るに、記載要領によれば、

収支決算書１，００８人－出席者数１６６人＝欠席者数８４２人となるとこ

ろ、欠席者数５０７人と記載されており、記載要領による計算結果を３３５

人下回っていた。 
関係職員の陳述によると、高齢福祉課は本件監査請求後に初めてこの記載

を確認したとのことであった。 
     今後、敬老事業補助金に係る書類を審査する際、遺漏なく確認を実施する

よう徹底されたい。 
  （２）地区敬老事業を取り巻く状況として、以下の事実が認められる。すなわち、

本市において、地区敬老事業に対する補助を開始した昭和４５年度から１０

年を経た昭和５５年度において、８０歳以上人口は４，５８３人（人口比率

１．１２％）、自治会加入率は８６．１％という状況であった。 
これに対し、令和元年度及び７年度の市の８０歳以上人口を比較すると、

３６，１４２人（人口比率８．８３％）から７，２３４人増加して４３，３

７６人（同１０．９１％）となる一方で、自治会加入率は６０．１％から８．

６ポイント減少して５１．５％となっている。 
このように、現在、自治会加入率が逓減する一方で、地区敬老事業の対象

者となる高齢者数が増加する状況、及び自治会連合会が地区敬老事業を実施

する際の事務負担が軽微なものではない状況の中で、本件監査請求は、結果

として、今後の地区敬老事業のあり方に係る問題提起を含んでいたものと理

解される。 
折しも、前記１（４）のとおり、高齢福祉課は、包括外部監査結果におい

て、 
・市民活動交流センターなど自治会連合会や関連団体に補助金を交付して

いる所管課とともに、事業に要する経費を補助する補助金を交付するこ

とが適切であるものなのか、地域の世帯数に応じて公金を交付すること
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が適切であると合理的な説明がつくものなのかを分析整理した上で、前

者は事業補助として、後者は統合して（補助金、負担金又は交付金、委

託料など）、まちづくり協議会に対して交付することを検討し、その検討

内容及び結果を記録に残しておくべきである。 

・まちづくり協議会が設置されていない自治会連合会については、設置を

するように支援すべきである。 

・前橋市は、「行政連絡事務事業」、「高齢者地域交流事業」、「環境美化活動

等に伴う事務事業」、「生涯学習奨励事務事業」のいずれかの事業費とし

て使用できる「自治会一括交付金」を交付しているとのことで、参考に

なる。 

と指摘を受けたところである。 

これに対して、高齢福祉課は、措置状況報告書の中で、自治会連合会を所

管する市民協働推進部（当時）が、「協働のまちづくり推進計画２０２３－

２０２７」の期間中に整理を行っており、次期計画策定時に一括交付金等制

度の導入も含め地域コミュニティの理想的なあり方の実現を目指しており、

その計画に沿った形で検討が行われている旨を記載しているとのことであ

った。 
前記（１）の課題に対する対応は、上記の整理と併せて行われることも想

定されるが、いずれにしても、市民に対する説明を丁寧に行い、理解を得ら

れるように、敬老事業補助金に係る事務の改善を図り、交付規則第１条に規

定されている趣旨「(略)補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な

使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定

の適正化を図る」を踏まえた適正な事務執行の確保に努められたい。 


